
随意契約の状況 
担 当 課 ： 農林課 

契 約 日 ： 令和６年11月５日 

件名 契約の概要 契約期間 契約の相手方 

契約金額(円) 

税込 

（税抜） 

八雲町有林水源

林造林事業（更

新伐・集材） 

八雲町有林水源林更

新伐にかかる素材の

運搬 

契約締結日 

から 

令和６年12月16日 

有限会社館坂事業所 

代表取締役 館坂政幸 

1,815,000  

（1,650,000） 

随意契約とした理由及び随意契約の相手方を選定した理由 

本事業は、令和６年９月１８日に指名競争入札を実施した、八雲町有林水源林造林事業（更新伐）

によって生産された素材を運搬する事業であり、更新伐事業と連動する事業のため、更新伐事業を落

札した同社と契約することで、事業の効率化が可能となることから、随意契約としたものです。（地

方自治法第234条第2項及び地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び八雲町財務規則第140条第2

項第1号の規定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


